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令和８年度 リボンハウス絵画教室大通教室会員受講規約 
 
 

※必ずお読み下さい。 
規 約 

 
(1) 入会手続き 
１，ご入会お申込み時に入会申込み用紙にご記入頂き入会金をお支払いください。初回レッスン前までに別途

の当教室が定めた料金全てのお支払いを終了してください。 
２，小学５年生より一般コースに入会頂けます。 
３，小学生コースから一般コースに移動ご希望の方は入会金がかかりません。 
４，一般コースから受験・特別コースに移動ご希望の方は受験コース入会金２７，５００円の５０％ＯＦＦの 
  １３，７５０円とさせて頂きます。 
５，全て現金でのお支払いとさせて頂いております。 
 

(2) 月謝のお支払い日 
１，月謝等全て前払い制とさせて頂きます。 
２，月謝は毎月最後のレッスン受講日までに翌月分を全額（教材費、暖房費含む）お支払いください。 
３，生徒さんのご都合により、翌月分以後のレッスンを繰り上げて受講される場合、月謝等を繰り上げてお支

払いください。 
４，月末までに未受講分がある場合でも翌月分の月謝等を前の月の月末までにお支払い完了してください。 

 
(3) レッスン日時、回数 
１，第５週目がある月は当教室が指定した日を休講日とします。 
２，毎月平常レッスンのお知らせを発行しております。配布しておりますプリントかホームページ掲載の「ス

ケジュールカレンダー」で必ずご確認の上受講してください。（尚、レッスン日時が急に変更させて頂く場
合があります。その際は事前に口頭かホームページでご連絡致します） 

３，前日までにご予約０人のレッスンについては、休講とさせて頂きます。 
４，１２月は、クリスマス展示発表会を開催します。会員様全員のご参加とさせて頂きます。 
 

(4) 年会費、施設費の更新 
年会費、施設費ともにご入会された月から１年間有効となっております。更新の際は新たに年会費、施設費の
更新費がかかります。更新費は有効期限終了前に必ずお支払いください。 

 
(5) お客様会員情報変更届ご提出のお願い（ご入園、ご入学、ご進学、住所変更、連絡先変更等） 
変更される月の前の月までに変更手続きを済ませてください。 

 
(6) 退会、休会 
１，退会、休会の場合は退会、休会される前の月の月末までに必ず担当講師までにご連絡の上、退会届、休会

届を提出してください。その場合、該当月の月謝は無料とさせて頂きます。尚、ご連絡なくご欠席し月謝
の滞納が３ヶ月以上続いた場合は、当校の判断により退会したものとみなします。また無届でご欠席され
ている会員の年会費、施設費の適用期間が終了して１ヶ月以上が経過した場合、その時点で、当教室に置
かれている作品並びに道具・材料等は当教室で処分させて頂きます。 

２，１２月は展示会開催の為、各コースともに、１２月に退会、休会されませんようお願い申し上げます。 
１２月に受講できない場合は、別の月に振替えて受講してください。 

３，月謝等を滞納している方の退会、休会の受付はできません。お支払いを済ませた上、お申し出ください。 
４，休会中あるいは退会後振替受講はできません。 
 

(7) 再入会 
１，一般コースから受験・特別コースへの変更される場合は、新たに入会金がかかります。その後また再変更

される場合は、既に両方の入会金を頂いているので無料となります。一度退会された方は、再度入会金が
かかります。（退会月より数えて１２ヶ月以内に再入会される場合は、入会金を無料とさせて頂きます） 

２，幼児・小学生コースから一般コース（大人のコース）へコース変更される場合は入会金無料とさせて頂き
ます。（(1)入会手続きをご参照ください） 

 
(8) 振替受講 
１，振替レッスンは事前にご連絡して頂ければ、回数に制限なく受講できます。 

   受講レッスン日を各月の「平常レッスンのお知らせ」又はホームページのスケジュールカレンダーでご確
認の上、振替希望日の前日までにお伝えください。尚、定員に達しているレッスンへ振替はできません。 

２，受講生が０人のレッスンは休講となります。休講中のレッスンへの振替はお受けできません。 
３，無届けでご欠席した場合は、受講したと見做し振替することはできません。 

 



４，振替レッスンをご希望の際は、以下のことをご確認の上お申込みしてください。 
☆４月から８月までのご欠席分の振替受講は、８月末までに終了してください。（９月以後の振替受講はで
きません。但し、８月２５日（火）から３０日（日）までのご欠席に関しては９月１回目のレッスンに
振替受講して頂けます） 

☆９月から１２月までのご欠席分の振替受講は、１２月に開催する「クリスマス展示発表会２０２６」前
まで（２０２６年度は１２月１３日（日）まで）に終了してください。（１月以後の振替受講はできませ
ん。但し、１２月２２日（火）から２５日（金）までのご欠席に関しては１月１回目のレッスンに振替
受講して頂けます） 

☆１月から３月までのご欠席分の振替受講は、３月末までに終了してください。（４月以後の振替受講はで
きません。但し、２０２７年３月２６日（金）から３１日（水）までのご欠席に関しては４月１回目の
レッスンに振替受講して頂けます） 

☆休会中並びに退会された後の振替受講はできません。 
 

(9) その他 
１，会員のご都合による月謝、入会金、施設費、年会費などの諸費用の返還には一切応じられません。（ご欠

席、途中退会による返還など） 
２，展示会は全会員が参加とさせて頂きます。展示会参加費を指定日までにお支払いして頂きます。生徒さん

自身のご都合により、展示会にご来場されない場合でも展示会参加費の返還はありません。 
３，行事について 

☆２０２６年度の写生会ご参加は、無料とさせて頂きます。 
☆クリスマス展示発表会参加費（６，６００円を予定）がかかります。 
☆展示会では作品の保護並びにギャラリー会場の保護により、キャンパス、パネル作品とパステル画作品
については額装を必ずしてください。その他の展示作品の額装に関しては任意です。 

☆春・夏・冬各特別講習を行ないます。別途受講料、教材費がかかります。 
 

(10) 会員心得 
１，会員は住所または連絡先等、入会申込書記入事項に変更があった場合、速やかに当教室に変更届けを出し

てください。 
２，他の会員や講師、隣接施設へ迷惑となる言動はご遠慮ください。 
３，ご予約のレッスン時間以外のご入室はご遠慮ください。 
４，入室はレッスン開始の５分前から、退室はレッスン終了時までとさせて頂きます。 
５，幼児・小学生コースでは、教室内でのお食事を禁止とさせて頂いております。 
６，一般コース・受験特別コースの教室内で、当教室が定める時間以外でのご飲食はご遠慮ください。また、

お食事等、制作以外の活動も、受講時間に含まれます。 
７，会員、講師への営業、請託、宗教及び政治活動は禁止されております。 
８， 会員が本規約に定める事項に違反、その他著しく不都合な行為があったときは速やかに退会して頂きます。 
  その際の諸費用の返還は一切応じません。 
 

(11) 天災によるレッスン中止 
地震、大雪、暴風雨などの天災、その他会員の安全を脅かす危険性が生じた場合には、当教室の判断によりレ
ッスンを中止することがございます。この場合のレッスン振替や月謝等の返還はございませんのでご了承くだ
さい。 

 
(12) 個人情報保護及び利用について 
入会手続きの際に提供される個人情報は当教室に適切に管理し、次の目的のために利用させて頂きます。 
１，教室における生徒管理 
２，催し物等のご案内や連絡等による利用 
３，展示会等の作者名、タイトル、入選者リストへの掲載 
４，教室で発行するぱすてるリボンや各種ご案内への記載 
５，コンクール応募による個人情報の表記 
６，テレビ、新聞、フリーペーパー、雑誌等の教室ご案内 
７，ホームページへの掲載 
 

(13) 損害賠償 
禁止行為に対する違反、その他行為によって当教室に損害が生じた場合、損害賠償を請求する場合があります。
また、施設内で生じた事故・盗難・紛失等の損害については、当教室に故意又は重大な過失がある場合を除き、
一切の責任を負いません。また、天災地変による損害賠償責任は一切負いかねます。 
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